
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
九
号
）
（
人

事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
六
日
付
け
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
の
勧
告
及
び

報
告
等
を
踏
ま
え
、
職
員
の
給
与
の
改
定
等
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

給
料
表
を
若
年
層
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
全
て
の
職
員
に
つ
い
て
引
上
げ 

㈡ 
 

獣
医
師
の
初
任
給
調
整
手
当
の
新
設 

㈢ 
 

期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
引
上
げ 

㈣ 
 

通
勤
手
当
の
自
動
車
等
の
使
用
距
離
上
限
の
引
上
げ
及
び
駐
車
場
等
の
利
用
に
対
す
る
通

勤
手
当
の
新
設 

㈤ 
 

国
に
準
じ
た
特
地
勤
務
手
当
等
及
び
宿
日
直
手
当
の
改
定 

㈥ 
 

級
別
基
準
職
務
表
の
見
直
し 

 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
。
た
だ
し
、
二
㈡
、
二
㈢
の
令
和
八
年
度
以
降
の
期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
、

二
㈣
及
び
二
㈥
は
令
和
八
年
四
月
一
日 
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